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    船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成２７年６月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏  

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２６年４月２３日 １１時５０分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市千尋
ち ろ

藻
も

漁港南東方沖 

対馬長崎鼻灯台から真方位２４０°１.１海里付近 

（概位 北緯３４°２４.０８′ 東経１２９°２２.４０′） 

インシデント調査の経過  平成２６年６月１２日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（門司事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第七政
まさ

栄
えい

丸、１７トン 

 ＮＳ２－１７２８５（漁船登録番号）、個人所有 

 １６.６２ｍ（Lr）×３.５８ｍ×１.７７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３６０.４kＷ、昭和６３年７月１４日 

 第２９０－６２８５２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５１年６月４日 

  免許証交付日 平成２２年２月２日 

         （平成２７年２月２３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 インシデントの経過 本船は、船長ほか１人が乗り組み、対馬市櫛
くし

漁港に向けて主機を回

転数毎分（rpm）約１,３００にかけ、速力約９ノットとして干尋藻漁

港南東方沖を北東進中、平成２６年４月２３日１１時５０分ごろ、主

機から異音が発生したので、船長が回転数を約８００rpm に下げたと

ころ、主機が停止した。 

船長は、機関室を点検し、主機の周辺に潤滑油が飛散しており、運

転は無理と判断し、自力での航行を断念した。 

本船は、僚船にえい
．．

航されて、櫛漁港に入港した。 

主機は、本インシデント後、機関整備業者が開放点検し、６番シリ

ンダのピストンに焼付き及び割損、シリンダブロックに破口、クラン

ク軸及びクランクピン軸受に焼損、他シリンダのピストンが焼損して
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おり、潤滑油こし器エレメントに閉塞を生じていることが判明し、換

装された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約７m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏  

 その他の事項 

 

主機は、油受の潤滑油が、主機直結潤滑油ポンプによって吸引加圧

され、潤滑油こし器及び潤滑油冷却器を経て潤滑油主管に送られ、主

軸受、クランクピン軸受、ピストンピン軸受等に送油されて潤滑及び

冷却した後、油受に戻って循環するようになっていた。 

主機は、約８年間使用され、年間運転時間が約２,４００時間であ

った。 

船長は、主機の潤滑油及び潤滑油こし器エレメントを約１,２００

時間ごとに交換しており、特に異常なく運転できていたので、ピスト

ン抜出し整備に伴うピストンリングの交換、油受内の清掃等は実施し

ていなかった。 

主機製造業者によれば、ピストン抜出し整備を運転時間が約１５,

０００時間、又は、経過年数約５年で行うように推奨しており、ま

た、潤滑油については、潤滑油こし器エレメントを定期交換せずに長

時間使用すれば、同こし器出入口の潤滑油圧力に差圧（約０.１５MPa

以上）を生じ、同こし器に併設されたバイパス弁が開放され、濾
ろ

過さ

れずに汚損した状態で送油される。 

船長は、主機の機関取扱説明書を所有しておらず、運転時間約２５

０時間ごとに潤滑油を、約５００時間ごとに潤滑油こし器エレメント

をそれぞれ交換することを知らなかった。 

（写真１ ６番シリンダのピストン割損状況、写真２ ６番シリンダ

のシリンダブロック破口状況 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、干尋藻漁港南東方沖を北東進中、主機の潤滑油が交換時期

を超過して使用されたことから、潤滑油の汚損が進行して潤滑油こし

器エレメントが閉塞し、汚損した潤滑油がバイパス弁を経由して供給

されて各部の潤滑が阻害され、６番シリンダのピストンが焼き付いて

割損するなどして、主機の運転ができなくなり、運航不能となったも

のと考えられる。 

 主機は、ピストン抜出し整備が実施されず、長時間運転されていた

ことから、ピストンリングに摩耗を生じ、燃焼ガスが吹き抜けるよう

になって油受内の潤滑油に燃焼生成物のカーボン等が混入し、潤滑油

の汚損が進行する状況になっていたものと考えられる。 

主機は、潤滑油交換に併せて油受内が清掃されておらず、潤滑油の
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汚損の進行が早まる状況下、潤滑油及び潤滑油こし器のエレメントが

定められた運転時間ごとに交換されていなかったことから、潤滑油こ

し器の出入口の差圧が増加してバイパス弁が開放され、汚損した潤滑

油が系統内を循環するようになり、各部の潤滑が阻害されるに至った

ものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、干尋藻漁港南東方沖を北東進中、主機

の潤滑油が交換時期を超過して使用されたため、潤滑油の汚損が進行

して潤滑油こし器エレメントが閉塞し、汚損した潤滑油がバイパス弁

を経由して供給されて各部の潤滑が阻害され、６番シリンダのピスト

ンが焼き付いて割損するなどして、主機の運転ができなくなったこと

により発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・主機は、機関取扱説明書に従って、潤滑油及び潤滑油こし器エレ

メントを交換するほか、ピストン抜出し整備を実施し、ピストン

リング及び連接棒ボルトなどの部品を適切に交換すること。 

・主機は、ピストン抜出し整備に伴って油受内を清掃することが望

ましい。 
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写真１ ６番シリンダのピストン割損状況 

 

 
 

 

写真２ ６番シリンダのシリンダブロック破口状況 

 

 

 

 

                                 

  


